
「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」に関する 
パブリックコメントの実施について 

 

１ 趣旨 

  今後、人口減少や高齢化の進展等により財政状況がより一層厳しさを増すこと

が見込まれています。そのような状況の中でも、現役世代はもとより、子どもたち

や将来の市民に豊かな未来をつなぐため、“財政を土台”に、持続可能な市政が進

められるよう、中長期的な財政方針「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョ

ン（以下、「財政ビジョン」）」を策定します。 

財政ビジョン策定にあたり、幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、素案をもと

にパブリックコメントを実施します。 

 

２ 財政ビジョンについて ※下記、資料１及び２参照 

 ・資料１「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」冊子 

 ・資料２「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（素案）」パブリック 

コメント用リーフレット 

 

３ パブリックコメントの概要 

 (1) 市民意見募集期間 

   令和４年３月１日（火）から４月５日（火）まで 

 (2) 御意見の提出方法 

   電子申請フォーム、電子メール、郵送（リーフレット付属の専用はがき）、 

   ＦＡＸ 

 (3) パブリックコメント用リーフレット（資料２）の配布場所 

   募集期間中、区役所、市立図書館、横浜市市民情報センター等で配布 

※冊子（資料１）は、各区役所広報相談係、市立図書館、横浜市市民情報 

センター、横浜市財政局財政課及び本市ホームページで閲覧できます。 

 (4) その他 

   区連会２月定例会、広報よこはま３月号や横浜市公式 Twitter・LINE でお知

らせするほか、２月下旬に記者発表を行います。 

 

４ 策定までのスケジュール（現在の予定：令和４年２月現在。議会への説明・審議を経て確定） 

  ５月頃  パブリックコメントの結果・原案の公表 

  ６月頃  確定 ※横浜市議会基本条例第 13条に基づく 

       

担当：財政局財政部財政課 高瀬、杉田、松永 

電話：045-671-2231  FAX：045-664-7185 

        E-mail: za-zaisei@city.yokohama.jp 

市連会２月定例会説明資料 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 0 日 

財 政 局 財 政 課 
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今後、人口減少や高齢化の進展等により財政状況が

より一層厳しさを増すことが見込まれています。

現役世代はもとより、子どもたちや将来市民に豊かな未来をつなぐため、

「施策の推進と財政の健全性の維持」を真に両立し、

“財政を土台”に、持続可能な市政を進められるよう

「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定していきます。



を実現するために

を定めます

2022年度

収支不足額

2030(R12) 2040(R22) 2050(R32) 2060(R42)

安定性 強靭性

将来
投資能力

基礎的な行政
サービスを提供し
続けることができる

自然災害等に
よる急激な変化に
対して機動的・
柔軟に対応できる

将来のための資金を
効率的に調達し、
事業を進めることが

できる

「安定性」「強靭性」「将来投資能力」の３つ性質を備え、
市政運営の土台としての役割が将来にわたり
継続的に発揮できる財政を目指します。

目指すべき の姿

1 債務管理

2 財源確保

3 資産経営

4 予算編成・執行

5 情報発信

6 制度的対応

市民一人当たり残高を中長期的に管理し、計画的・戦略的に市債を活用することで、債
務ガバナンスを徹底します。また、債務の償還資金は、償還スケジュールに合わせて、予
算や減債基金への積立により確実に手当てします。

財源の安定的・構造的充実に向け、総合的な施策に取り組みます。また、従来の財源調
達手段に捉われず、新たな考え方や手法を取り入れながら、財源を確保します。

保有する土地・建物の戦略的利活用により、価値の最大化を進めます。また、公共施設
が提供する機能・サービスを持続的に維持・向上させるため、保全・運営の適正化、規
模の効率化、財源創出の３つの原則により公共施設マネジメントを推進します。

「施策の推進と財政の健全性の維持」を真に両立する予算編成を行います。また、十分
な余力を確保し、臨機応変に対応できる強靭な財政構造を構築・維持します。政策展
開・行政運営において、データ活用を徹底します。

財政に関する現在・過去・未来の情報やデータを市民の皆様としっかり共有し、協働・
共創による市政への主体的な関わりへとつなげます。

持続可能な市政運営の基盤となる地方税財政制度の充実に向け、行政現場の
実情と客観的なデータに基づく具体的な国への提案・要望に取り組みます。

指標を用いて
「財政の持続性」を

定期的にモニタリングし、
総合的に評価
していきます。

パブコメの概要

2030年度までに、減債基金に頼らず
収支差を解消

収支差解消アクション

一般会計が対応する借入金市民一人
当たり残高を2040年度に現在水準
（約84万円）に抑制

債務管理アクション

・公共建築物の床面積を2040年度時点で現在水準
より増やさず、2065年度までに▲10％縮減
・未利用等土地を2030年度までに30ha、2040年度
までに60ha利活用

資産経営アクション

皆様からの御意見を
募集します！

募集期間 令和４年３月１日（火）から４月５日（火）まで

提出方法

①電子申請システム

②電子メール※ za-zaiseivision@city.yokohama.jp
③郵送 本リーフレット付属のハガキを切り取り、

お送りください。切手は不要です。
④FAX※ 045-664-7185
※電子メール・FAXにて御提出いただく場合は、住所・氏名・御意見いただく
項目・財政ビジョンへの御意見である旨を明記したうえでお送りください。

留意事項

・ 御意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭での御意見
はお受け付けすることができません。

・ 頂いた御意見は、原案策定の参考にさせていただきます。個人情報
を除き、本市の考え方と合わせて後日公表させていただきます。
個別の回答は行っておりませんので、あらかじめ御了承ください。

・ 御意見の提出に伴い頂いた氏名・住所・メールアドレス等の個人情
報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に従って適正
に管理し、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させてい
ただきます。

地方税財政制度への提案

国への要望
０円

2065年度

収支不足額1752億円

推奨

基本方針に基づいた

に取り組みます

将来アクションに取り組み、
収支不足に対応していきます

財政ビジョンへの御意見を
御記入ください

●御意見のある項目に✔を入れてください。
（複数選択可）

□ 策定の背景・ねらい
□ 財政ビジョンの位置づけ
□ 目指すべき「持続的な財政」の姿
□ 財政運営の基本方針

□ 債務管理 □ 財源確保
□ 資産経営 □ 予算編成・執行
□ 情報発信 □ 制度的対応

□ 持続性評価指標
□ 将来アクション
□ その他（ ）

●こちらに御意見をお書きください。

裏面に住所・氏名を御記入のうえ、投函してください。（切手不要）

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/
cu/141003/ea/residents/procedures/
apply/4fa2a106-53c9-425f-84ca-
a5ce5c96492a/start

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4fa2a106-53c9-425f-84ca-a5ce5c96492a/start


策定までのスケジュール
※現在の予定（令和４年２月現在）

令和４年１月28日 素案の公表

令和４年３月１日 パブリック
から４月５日 コメント

令和４年５月頃 パブリック
コメントの結果・
原案の公表

令和４年６月頃 確定※

素案冊子は以下の場所で閲覧できます

●横浜市財政局財政課ウェブページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/
zaisei/jokyo/zaiseivision/zaiseivision.html

●各区役所広報相談係

●市民情報センター（横浜市庁舎３階）

●横浜市立図書館

●財政局財政課（横浜市庁舎12階）

※素案冊子については閲覧のみとなっております。
紙での配布は行っておりませんので、あらかじめ御了承ください。

横浜市財政局財政課問合せ先

・TEL 045-671-2231 ・FAX 045-664-7185
・電子メール za-zaiseivision@city.yokohama.jp

頂いた御意見を参考に原案を策定

令和４年第２回市会定例会に
原案を提出

※横浜市議会基本条例第13条に基づく

料金受取人払郵便

郵 便 は が き

差出有効期限
令和４年

４月５日まで

切手を貼らずに
お出しください。

（受取人）

横浜市中区本町
６丁目50番地の10

横浜市財政局
財政課 行

回答されるあなたの情報を御記入ください

住

所
□ 横浜市( )区 □ 市外

氏

名

御意見の提出に伴い頂いた氏名・住所等の個人情報は、「横浜市個人
情報の保護に関する条例」の規定に従って適正に管理し、本案に対す
る意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

（
切
り
取
り
線
）

担当者
使用欄 No.

横浜港局
承認

（切り取り線）

見本

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/jokyo/zaiseivision/zaiseivision.html


住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について（情報提供） 

 

１ 事業概要 

  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世帯等に 

対して臨時特別給付金を支給します。対象世帯の方がこの給付金を受け取るためには、申請手続き 

が必要です。 

  詳細は別添「横浜市版 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内」をご覧ください。 

 

２ 申請書の配布及びチラシ配架場所（令和４年２月 16日配布開始） 

 令和３年 12月 10日時点で横浜市に住民登録があり、世帯全員が令和３年１月１日以前から横 

浜市に住民登録がある住民税非課税世帯には、２月 14日から順次、「確認書（申請書）」をお送り 

します。 

 世帯の中に令和３年１月２日以降に市外から転入した方がいる住民税非課税世帯の方や、家計 

急変世帯（令和３年１月以降に世帯全員が住民税非課税相当となった世帯）の方は、下記(1)の方 

法で申請書を取得していただき、申請をしてください。 

(1) 申請書配布 

  ア 区役所申請サポート窓口、区社会福祉協議会にて配布 

  イ 横浜市ウェブページからダウンロード 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/hikazeikyufu/hikazeikyufu.html 

(2) チラシ配架場所 

   市役所、区役所、市・区社会福祉協議会、地区センター、コミュニティハウス、 

地域ケアプラザ 

 

３ お問合せ先 

(1) 横浜市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 

電話番号：0120-045-320 （フリーダイヤル） 

  FAX 番号：0120-303-464 （フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用） 

受付時間：午前９時から午後７時まで（土日祝日含む。） 

※ ３者通話による外国語対応を行います。 

（英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、タガログ語） 

(2) 申請サポート窓口（令和４年２月 16日開設） 

   各区役所に申請書の記入などをサポートする窓口を設置します。 

   受付時間：午前９時から午後５時まで（平日） 

 

※ 詳細については、横浜市ウェブページをご確認ください。 

横浜市 住民税非課税 給付金  検索   

 ※ 広報よこはま２・３月号に制度概要等を掲載 

※ 横浜市民生委員児童委員協議会３月理事会にて、同じ内容を情報提供させていただきます。 

 

担当：健康福祉局総務課臨時特別給付金担当 

                                        吉田、小野田 

                               電話番号：671-4754、FAX番号：664-4739 

横浜市町内会連合会 

令和４年２月 1 0 日 

横浜市健康福祉局総務課 

臨時特別給付金担当 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/hikazeikyufu/hikazeikyufu.html








鶴政第 1575号 

令和４年２月 18日 

自治会・町内会長 様 

 

横浜市鶴見区長   森 健二   

横浜市市民局長   石内 亮 

横浜市議会局長   屋代 英明 

 

広報紙の配布について（依頼） 

 

日ごろから市政・区政に対して多大な御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

横浜市では、市政に関する情報や市会定例会などの情報を各世帯にお届けする広報媒

体として、「広報よこはま」と「ヨコハマ議会だより」を発行しています。 

市民の皆様の暮らしに関わる重要な情報等を掲載するこれらの広報紙を、広く市民の

皆様にお届けするため、これまで皆様の御協力により配布を行ってまいりました。 

令和４年度も、新型コロナウイルス感染症に関する情報をはじめ、市政情報を市民の

皆様にお届けしてまいりますので、マスクの着用など感染症対策にご配慮のうえ、各世

帯への配布に御協力くださいますようお願い申し上げます。 

なお、「広報よこはま」には毎月 11日以降の行事を掲載しております。このため配布

にあたっては 10日までに各世帯へお配りいただきたく、併せてお願いいたします。 

 

１ 広報紙の配布について 

(1) 広報紙概要   

広報紙名 発行月 謝金額（１部あたり）※ 

「広報よこはま」 毎月 ９円 

「県のたより」 毎月 ８円 

「ヨコハマ議会だより」 
令和４年５月、８月、11月 

令和５年２月 ４円 

※謝金は実際にお配りいただいた部数について、年２回に分けてお支払いします。 
※謝金額は令和４年度予算議決後に確定します。 

(2) 配布先 

貴団体に加入している世帯 

※未加入の世帯にもお配りくださいますよう特段のご配慮をお願い申し上げます。 

(3) 配布時期 

各世帯へ毎月１日～10日までの間に配布してください。 

(4) 本市から貴団体へお届けする期日と部数 

毎月末日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へ、あらかじめお申し出

いただいている部数をお届けします。 

ただし、令和５年１月号は、令和４年 12月 29日までにお届けします。 

 

裏面あり 



(5) 配布謝金の支払 

実際にお配りいただいた部数について、各団体宛に年度内に２回（令和４年 10

月と令和５年３月）お支払いします。 

 

２ 配布担当者や部数などの変更連絡先について 

   鶴見区区政推進課広報相談係 ℡ 510-1680～1682 FAX 510-1891 

※年度途中での変更については、毎月 10 日までに御連絡いただければ、翌月分の

配布に間に合います。（当該事項は新たに配布担当者になられた方へ引き継いでく

ださいますようお願いします。） 

 

３ その他 

(1)  自治会町内会活動として広報紙を配布している時に万一事故で負傷した場合は、

横浜市が実施する市民活動保険の対象となる場合があります（報酬を配布担当のご

本人が受け取る場合を除きます）。広報紙配布中に事故等に遭われたときは、区役

所総務課庶務係にご相談ください。 

(2) 各自治会町内会の区域内にあります、グループホームなどの施設から広報紙の配 

布の依頼がありましたら、配布について御配慮くださいますようお願いいたします。 

(3) 各区社会福祉協議会などの公共的団体から、市民の皆様に広くお配りしたい会報

などについて、広報よこはまと同様に配布の依頼がある場合がございます。その場

合は、特段のご配慮をお願い申し上げます。 

(4) 配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合には、民間事業者に

よるポスティングへの切替えに関する御相談も承っていますので、お住まいの区の

区役所広報相談係まで御連絡ください。 

(5)  令和４年度も、市版にて自治会町内会の活動を紹介することを予定しています。

自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世帯への

配布に特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。 

(6) 鶴見区社会福祉協議会が例年全戸配布している「共同募金鶴見区だより」を配送

するにあたり、広報配布担当者の情報（住所・氏名・連絡先）を鶴見区社会福祉協

議会に提供いたします。あらかじめ御了承ください。 

 

 

 

担当：鶴見区区政推進課広報相談係  

  ℡ 510-1680～1682 FAX 510-1891 

市民局広報課 広報紙担当      

℡671-2332 FAX661-2351         

  議会局総務課 広報等担当     

℡671-3041 FAX681-7388         



 

 

 

 

広報よこはまの配布にご協力いただきありがとうございます。 

配布担当者様・配送先・部数などに変更がある場合は、下記の連絡票に必要事項をご記

入のうえ、変更を希望する月の前月 10日までに区役所広報相談係まで電話またはファクス、

郵送にてご連絡ください。 

 

「広報よこはま」の配送先などの変更事項連絡票 

 

●記入日 令和    年    月    日 

●変更時期 令和    年    月号から  ※前月の 10日までにご連絡ください 

●配布団体名 

(自治会・町内会、 

マンション名など） 

 

記入者ご氏名           

（電話             ） 

 

●変更内容  ※変更点のみを記入してください 

変更事項 変更前 変更後 

配布担当者 
氏名  氏名  

電話  電話  

配送先 

※自治会館などの場合は

建物名もご記入ください 

住所 

〒２３０－ 

鶴見区 

 

 

住所 

〒２３０－ 

鶴見区 

 

配布部数 部 部 

その他   

 

連絡先：鶴見区役所広報相談係 

〒230-0051 鶴見区鶴見中央３－２０－１ 

電話：５１０－１６８０～１６８２ ファクス：５１０－１８９１ 



 

 

 

 

鶴見区では、地域防災力の向上を目的として、地域における様々な防災活動を支援するため、次の補

助事業について募集を行います。 

 

 

１ 共助のための防災活動支援事業の補助団体募集について 

 
 

２ 補助金交付までの手続きについて 

(1) 申請受付期間 

令和４年２月 21日（月）～３月 18日（金）（土、日、祝日除く） 

（受付時間 ８時 45分～17時） 

 

(2)  審査会 

     令和４年３月 25日（金）午後（予定） 

（審査会で事業説明を行っていただきます） 

※感染症拡大の状況に応じて、今後日程及び開催形式を変更させて頂く可能性があります。 

 

(3) 補助金交付・不交付の決定時期 

令和４年４月上旬頃（予定） 

 

(4) 申請書の入手、応募及びお問合せ先 

鶴見区総務課防災担当（区庁舎５階５番窓口  Tel：045-510-1656） 

申請書は下記ＵＲＬからダウンロードできます。 
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※ いずれの事業も、令和４年度予算の成立を前提としており、不成立の場合は実施しない場合

がありますので、御承知おきください。 

 

 

 

 

お問合せ先 

鶴見区役所 総務課 防災担当    Tel 045-510-1656 

 

「共助のための防災活動支援事業」の補助団体を募集！ 

～鶴見区の防災活動を応援します～ 

地域防災力の向上につながる活動を支援します。（補助金額 最大15万円、補助期間１年） 

※令和４年度から対象となる活動に指定があります。【詳細は、別添募集案内を参照】 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 8 日 
区 連 会 説 明 資 料 
総 務 課 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/bosai_bohan/saigai/hojokin/kyoujo.html


 
 

  

 

 

 

『共助のための防災活動補助金制度』(平成 25 年度開始)は、地域防災力の向上を目的

として、地域における様々な防災活動を支援するための制度です。 

※令和４年度から、対象となる活動に指定がありますのでご注意ください。 

～『共助のための防災活動補助金』の概要～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※詳細は次頁以降に記載しています。 
 

■申請受付期間 

令和４年２月 21 日（月）～３月 18 日（金） 

※受付時間は 8 時４５分～１７時（土、日、祝日を除く） 
 
  ■提出・お問い合わせ先 

   鶴見区役所総務課庶務係防災担当（区庁舎５階５番窓口） 

   〒230-0051 鶴見区鶴見中央３－２０－１ 

  《電話》045－510－1656 《ＦＡＸ》045－510－1889 

  《5TＥメール》tr-bousai@city.yokohama.jp5T 
 
 
 
 
 
 
 
 

□対象となる団体 

 主に鶴見区民により組織され、鶴見区内を主な活動場所とする団体 

□対象となる活動 

 地域防災力の向上につながる活動のうち、募集時に区が指定する取組 

 ※令和４年度は「避難場所の多様化・分散化」「災害時ペット」等 

（詳細は次頁「３ 対象となる取組」をご覧ください。） 

□補助金額 

 上限 15 万円（対象経費の 10 分の９以内） 

【注 意】令和４年度内に完結すること 

令和４年度 

まずは、防災担当までご相談ください! 

共助のための防災活動支援事業 

申請書類は 

こちらから 

「共助」とは、皆さんで互いの安全・安心のために協力

しあう地域活動の意味です。 

「みんなの町をみんなで守る」ことは、地域の皆さんに

とって、最も効果的な防災対策です。 

【お断り】 この事業は、横浜市令和４年度予算の議決を条件とします。議決されなかった場合は

実施しないことがありますので、ご承知おきください。 

 

mailto:%EF%BC%A5%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%8Btr-somu@city.yokohama.jp


 
 
 
 
 
  地域防災力の向上を目的として、地域の様々な団体や人々による共助のための自主的な活動を

行う際の資金の一部を支援します。 

 

 
 

  主に鶴見区民により組織され、鶴見区内を主な活動場所とする団体であること。 

  自治会・町内会等、PTA、NPO、ボランティアグループ、その他市民活動団体 

 

  

 ～令和４年度からの変更点について～ 

鶴見区には地震時の津波や火災、風水害時の洪水やがけ崩れ等、様々な災害リスクがあります。

また近年頻発している豪雨・台風への対応や、コロナ禍での災害への対応、高齢化の加速に伴う

災害時の要援護者の支援など、取り組むべきことが多々あります。 

Uこれらの「鶴見区に必要な防災・減災対策」を区として重点的に取り組んでいくため、ともに

取り組んでいただける皆様のご活動をこの制度で支援できるよう、今年度から対象となる取組を

指定することとしました。 

令和４年度においては、下記の取組を対象として支援を行います。 

 

取組 例 

①避難場所の多様化・分散化 

（在宅避難含む）に寄与する取組 

・在宅避難啓発チラシ作成 

・地域施設等と連携した災害時避難場所の確保 

②地域特性（災害時リスク）に応じた 

防災・減災対策 

・防災まち歩き 

・地区ごとの防災マップ作成 

③小・中学生等を対象とした取組 ・防災講座、教材の購入、啓発イベントの開催 

④災害時ペットに関する取組 
・ペット同行避難の啓発活動 

・飼い主間のコミュニティづくり 

⑤災害時要援護者支援対策 
・安否確認カードの作成 

・要援護者避難訓練 

⑥マンション管理組合における防災活動 
・マンション管理組合における防災マニュアルの作成 

・資機材や倉庫、マンホールトイレ等設備の充実化 

 ※原則として単年度で完結するものとします。 

※上記に該当する場合であっても、次の①～④に該当する場合は、対象外とします。 

 

対 象 外 

① 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

② 政治活動又は宗教活動を目的としたもの 

③ 同一の企画内容で鶴見区・横浜市又は社会福祉協議会などの（本市以外の）他の団体からの

補助を受けているもの 

④ 代表者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号」に規定する暴

力団員 

共助のための防災活動補助金制度 

１ 目 的 

２ 対象となる団体 

３ 対象となる取組 



 

 

補助金額 上限 15 万円（対象経費の 10 分の９以内） 

補助期間 単年度（補助金の交付決定を受けた年度とします。） 

 

  

 

 項 目 

① 事務費（消耗品費、印刷費、通信運搬費、交通費、会議飲料費） 

② 管理費（家賃、光熱費、人件費） 

③ 備品購入費、消耗品費（材料費等） 

④ 講師、指導者、協力者への謝礼 

⑤ 活動参加者に対する保険料 

⑥ 施設、機材などの使用料・賃借料 

⑦ 委託費（資機材点検、修繕、工事費） 

⑧ その他必要と認めるもの 

・親睦的な飲食費、他団体への会費や寄付など、直接、活動や取組にかかる経費でないものは対象外

とします。 

・U本補助金を利用した同様の備品の購入は、原則３回までとします。 

・領収書（レシート）の日付が、「補助金交付決定通知書」の日付以降の経費が対象となります。 

・事業終了後、活動内容を審査しますので、領収書（レシート）の保管をお願いします。また、余剰

金等が認められる場合には補助金を返還していただきます。 

・公共施設（公園等）を使用する活動の場合はあらかじめ施設管理者の許可・承認を得てください。 

 

 
 

◇次の申請受付期間中に、提出書類を区役所総務課庶務係防災担当へ提出してください。（郵送不可） 

申請受付

期間 

令和４年２月 21 日（月）～３月 18 日（金） 

受付時間：8 時４５分～１７時（土・日・祝日は除く） 

提出場所 鶴見区役所総務課庶務係防災担当（区庁舎５階５番窓口） 

提出書類 

① 補助金交付申請書 

② 事業計画書 

③ 収支予算書 

④ 団体概要書（申請者が法人の場合） 

⑤ その他区長が必要と認めるもの 

各様式については、鶴見区役所ホームページからダウンロードできます。 
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bosai_bohan/saigai/hojokin/kyoujo.html 

※書類提出の前に、まずは区役所総務課庶務係防災担当にご相談ください。 

 

 

 ◇対象事業の概要及び団体名等は、ホームページ等により公表します。 

 ◇提出された書類等については、個人情報を除き、原則として公開の対象となります。 

６ 申請方法 

４ 補助内容 

５ 対象経費 

７ 対象事業の公表 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/


 
 

 ◇事業内容・補助対象経費は、次の視点により審査し、予算の範囲内で補助します。 

項 目 説   明 

防災について
の課題 

地域防災の課題を具体的に捉えているか 

防災に対する
ニーズ 

地域のニーズを反映しているか 

計画性 計画した活動内容や経費等が適切で、年度内に実現できる計画か 

企画力 事業を実施するうえで、工夫やアイデアがあるか 

継続性 事業を実施するうえで、次年度以降も発展・継続することは可能か 
 

 

 

 
 

 
 

 申請者 区役所 

２月 

 

 

         申請書提出 

 

 

募集の開始（2/21） 

３月 
 募集締め切り（3/18） 

審査会、交付決定 

４月 

 

         補助金請求 

活動開始 

交付（不交付）決定通知書（上旬） 

 

補助金交付（中旬～下旬） 

５月 

 

 

 

３月 

 

 

 

実績報告 

 

 

 

補助金確定通知 

４月 精算期間 精算期間 

  【注意】事業終了後は、すみやかに実績報告を行ってください。 

 
 

Ｎo  団体名 事業目的 主な事業内容 

１ 諏訪坂自治会 いっとき避難場所として災害時の拠点となっ

ている諏訪坂公園にかまどベンチを設置し、訓

練時にも活用して防災機能の強化を図る。 

・かまどベンチの設置 

・訓練時の活用 

２ シークレイン

共同防火防災

管理協議会 

 シークレインを利用するすべての人が、防災

に関するイベントを通じて、共助の活動を活性

化する。また、人命安全の確保を最優先課題と

位置づけ、災害時のマンション住民の相互支援

体制を構築する。 

・防災コンサルティング 

・住民への啓発資料作成 

  

８ 審査 

９ スケジュール 

活
動
期
間 

区民の皆さんにお知らせ 

（自治連合会、ホームページ等） 

 

10 令和３年度 補助金交付団体の具体的な活動事例 

＜審査会での説明＞ 

申請団体には、本事業審査会で申請内容を御説明いただきますので、 
必ずご出席ください（審査会の日程は、別途ご案内します。）。 

 



















































鶴 地 振 第 1 4 6 2 号 

令和４年２月 18 日 

 

自治会・町内会長 各 位 

 

鶴見区長  森 健二  

 

 

令和３年度「鶴見区自治会町内会長永年在職者表彰式・感謝会」の中止について 

 

 

 

 時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、区政の推進に多大なる御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 「鶴見区自治会町内会長永年在職者表彰式・感謝会」は、３月７日の開催に向け

て準備を進めておりましたが、誠に残念ながら、新型コロナウイルス感染症の状況

を鑑み、中止を決定いたしました。 

 御予定をいただき、楽しみにしていただいた皆様におかれましては、心よりお詫

び申し上げます。 

 なお、表彰状・感謝状及び記念品につきましては、自治会町内会長永年在職者の

皆様へ、個別にお送りいたします。 
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様の御健康と御多幸をお祈り

申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 

【担当】 

 鶴見区地域振興課 

 地域振興係 井上、福田 

 電話 510-1688 



№ 区分 団体名 氏名（敬称略） 表彰状・感謝状

横浜市自治会町内会長永年在職者　10名

1 30年 馬場町南部自治会 宮野　昌夫

2 15年 江ケ崎町内会 黒川　治宣

3 15年 市場西中町自治会 森田　洋司

4 15年 仲通一丁目自治会 中村　壽晴

5 15年 岸谷第一自治会 海老塚　伸一

6 15年 馬場西部自治会 佐藤　徹弘

7 地区連合10年 鶴見中央地区自治連合会 村上　英一

8 10年 鶴見東町会 早野　幹夫

9 10年 さくらパレス自治会 飯塚　裕

10 10年 豊岡第三町会 春山　和代

鶴見区自治会町内会長永年在職者　10名

11 5年 矢向南町町内会 伊藤　充繁

12 5年 市場東中自治会 松本　親明

13 5年 朝日町自治会 上田　久美子

14 5年 下野谷１・２丁目自治会 金井　治

15 5年 小野町第二自治会 増田　勇

16 5年 生麦北町北部自治会 巴　伸一

17 5年 東寺尾南部明朗会 齋藤　健一

18 5年 東寺尾中部会 加藤　典子

19 5年 上末吉二丁目町会 佐藤　武二

20 5年 下末吉第二末吉会 川野邊　肇

令和3年度 表彰対象者一覧

市長表彰状

市長感謝状

区長感謝状



■自治会町内会を対象とした主な補助事業等
№ 依頼時期 事業名称 補助概要 所管（問合せ先）

1 ４月 会館整備補助金 会館新築、建替え、増築、改修、修繕等に係る費用を補助します。 鶴見区地域振興課（510-1687）

2 ４月または５月 家具転倒防止対策助成事業 転倒防止器具の取付けを無料代行します。 総務局地域防災課（671-3456）

3 ４月または５月 感震ブレーカー設置補助
木造住宅密集地域を対象に感震ブレーカーの購入費用や取付けを支
援します。

総務局地域防災課（671-3456）

4 11月 地域振興助成事業 地域活性化のための活動に対して補助します。 公益社団法人　鶴見法人会（521-2531）

5 ２月 鶴見区新たなチャレンジ応援補助金
地域の課題解決に向けた事業で新規又は既存事業を発展させる取組
に対して補助します。

鶴見区区政推進課（510-1678）

6 ２月 共助のための防災活動補助金
地域防災力向上につながる共助のための自主的活動の経費を補助し
ます。

鶴見区総務課（510-1656）

7 ３月 地域活動推進費補助金 自治会町内会の公益的活動に対して補助します。 鶴見区地域振興課（510-1687）

8 ３月 地域防犯灯維持管理費補助金 自治会町内会が所有する地域防犯灯の維持管理費を補助します。 鶴見区地域振興課（510-1687）

9 ３月 町の防災組織活動費補助金 自主防災組織活動に対し、補助金を交付します。 鶴見区総務課（510-1656）

10 ３月 LED防犯灯整備事業 ＬＥＤ防犯灯を新設設置します。 鶴見区地域振興課（510-1687）

11 ３月 地域防犯カメラ設置補助 自治会町内会が設置する防犯カメラの費用の一部を補助します。 鶴見区地域振興課（510-1687）

12 ３月 初期消火器具等整備補助 初期消火器具等を設置、更新する際の費用の一部を補助します。 鶴見消防署総務・予防課（503-0119）
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